
参考５ 

新事務所選定委員会 

○選定基準 

○候補地調査票 等 

老朽化した水路を整備して防災上も安全・安心に 

（ため池等整備［用排水施設］事業 綴子地区 
（ため池等整備事業［用排水施設］　　綴子地区）



Ａ 事務所候補地選定基準 

１ 事務所選定の方法

事務所の選定の基本方針として、幅広な視点から取りまとめた候補地の中か

ら、客観的かつ公平な判断に基づいて選定する。

選定基準には、事務所が備えなければならない必要な条件と、比較検討に有

効な条件とがある。このため、選定手順を２段階として、第一次審査では必要

な条件が備えられているかどうかを、第二次審査では各候補地の優位性を点数

化して比較検討し、選定結果を報告書としてまとめる。

２ 事務所に求められる機能

（１） 位 置 現４土地改良区事務所を結ぶ四辺形の内側が望ましい。

（２） 職員数 １２名（平成２６年度現在、臨時職員を含む。）が執務す

ること。

（３） 総 代 総代会を事務所内で開催することは、必ずしも求めない。

① 定 数 ６０名

② 総代会  年間１～２回程度

（４） 役 員 理事会及び監事会を事務所内で開催すること。

  ① 定 数 理事２５名、監事４名（１期目）

  ② 理事会  年間６～１０回程度

③ 監事会  年間２回程度

（５） 保管庫 ８０空ｍ３（現４土地改良区の現在の保管スペース容積の

計）が確保されていること。

３ 第一次審査

候補地の妥当性を判断するために、次の３点が満たされているかどうかを調

査し、全ての項目を満たしている候補地を第二次審査の対象とする。

ただし、４土地改良区の現事務所は、仮に第二次審査の対象としない場合で

も選定結果の点数との比較を可能とするために点数付けする。

◎ 安全性（耐震基準等）が確保されている。

◎ 法律や制度上問題ない。

◎ 他の利活用案がない。

４ 現地調査

第二次審査の対象とする候補地を現地で調査する。調査にあたっては、建物

のみならず、駐車場や公共交通機関等の周辺環境も併せて確認する。

５ 第二次審査

各候補地の優位性を比較するために、次の配点表に基づいて数値評価する。

比較の前提条件として、２に掲げる諸元を満足させるための改築を行うものと
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する。ただし、改築をもってしても確保することが困難な項目は、経済性以外

の項目評価においてその点を加味する。

各委員の評価結果は棄却せずに合計し、最も点数の高い候補地を選定結果と

して報告書にまとめ、推進協議会に対して答申する。

Ｂ 第二次審査配点表 

分類 項目 No. 評価基準 点数

妥当性

（500 点）

経済的に有利 1 移転経費（事務所規模確保のための改築費

用）

（１－移転経費÷５，０００万円）×２００点とし、最
低点を０点とする。

200

2 賃料

（１－賃料月額÷３４万円）×１００点とし、最低点
を０点とする。

100

3 ランニングコスト

・照明や冷暖房施設の分散操作により費用を

節約できる。

・職員への除雪の負担が小さい。

・断熱効果が確保され、日照や風通しが良く、

執務環境に優れている。

３０

維持管理が容

易

4 ・設備機器の運転操作に専門技術を要しな

い。

・外装材は耐候性に富み、汚れにくい。

・将来的な間仕切りの変更に耐えられるよう、

無柱空間が確保されている。

７０

防災性に優れ

ている

5 ・建物の耐火性能が確保されている。

・自然災害（洪水、大風、落雷）等の可能性が

低い、又は耐性が確保されている。

・災害発生時の避難が容易である。

３０

今後、長期間

の使用に耐え

られる

6 ・今後も長期にわたって使用可能である。

・将来の新築や改築において土地改良区の裁

量が大きい。

７０

有効性

（200 点）

事務所規模が

確保されてい

る

7 職員 1 人あた

り執務スペー

ス

７．５ｍ２以上 ６０

５．０ｍ２以上７．５ｍ２未満 ３０

５．０ｍ２未満 ０

8 会議スペース 理事会が開催可能（30 名以

上）

５０
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15 名程度の会議は可能 ２５

会議スペースなし ０

9 保管スペース １２０ｍ３以上 ５０

８０ｍ３以上１２０ｍ３未満 ２５

８０空ｍ３未満 ０

駐車が容易 10 駐車スペース ４０台以上 ４０

１０台以上４０台未満 ２０

１０台未満 ０

効率性

（200 点）

組合員の自宅

から近い

11 関係地域から

の平均距離

１０km 未満 ８０

１０km 以上１５km 未満 ４０

１５km 以上 ０

公共交通機関

が近い

12 駅又はバス停

からの距離

２５０m 未満 １０

２５０m 以上５００m 未満 ５

５００m 以上 ０

何かのついで

に立ち寄 りや

すい

13 ・金融機関、病院、市役所（本所・支所）、スー

パー、その他公共施設の近隣に位置する。

１０

土地改良区の

管理施設に近

い

14 鷹巣三堰揚水機との

時間距離

３０分未満 ８０

３０分以上１時間未満 ４０

１時間以上 ０

関係機関に近

い

15 JA、秋田銀行、北都
銀行、北秋田市森吉

庁舎、土地連北支所、

地域振興局との累計

距離

現４事務所からの平均

累計距離より短縮され

る。

２０

現４事務所からの平均

累計距離より伸びる。

０

イ ン パ ク

ト 、 福 祉

性

（100 点）

経済効果、

快適性、

バリアフリー化

16 ・周辺商店等のにぎわい創出が見込まれる。

・内陸線の活用促進につながる。

・交通渋滞や駐車場混雑につながらない。

・トイレ、分煙施設等が適切に整備されている。

・事務所内及び周辺がバリアフリーであり、高

齢者が気軽に来所できる。

・現在はバリアフリー化されていないが、将来整

備の条件が整っている。

100

総 合 評

価

（200 点）

総合的な観点

からの評価

17 ・各委員の専門分野における見地から基準を

設定する。

200

計 １７項目 合計点数 1,200
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参考６ 

先進土地改良区での研修 

平成19年阿仁川豪雨災害で被災した本城頭首工を完全復旧 

（農業用施設災害復旧事業 御嶽地区） 



Ａ 青森県西津軽土地改良区 

  別紙のとおり。 
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Ｂ 宮城県美里東部土地改良区 

１ 用 務  北秋田市土地改良区統合整備推進協議会先進地研修 

２ 年月日  平成２７年３月１０・１１日（火・水） 

３ 場 所  宮城県遠田郡美里町 美里東部土地改良区 

４ 参 集  綴子５（理事長ｷｬﾝｾﾙ）、鷹巣３、森吉６、合川５（土濃塚理事

ｷｬﾝｾﾙ）、市農林課久留嶋主査、県土連北事務所長、農村整備課 

石井 

５ 開催主旨 合併の予備調印を控え、宮城県の先行合併土地改良区の懸案処

理（経常賦課金のバランス、新事務所、未収金処理等）につい

て研修を実施 

６ 復命内容 

  詳細は、別添の受領資料による。 

(１)３月１０日（火） 午後２時～２時３０分 

宮城県遠田郡美里町（有）ハニーローズなんごうを訪問。代表からバラ栽培

に関する説明を受けた。 

○ 県営ほ場整備事業上区東部地区（H10～19）を契機に設立された有限会社。 

○ H12 年から２ｈａの温室で、ロックウールの培土でバラ（H18、２町が合

併した際の町花）の水耕栽培を開始。 

○ 年１５０万本出荷、仙台・八戸・太田・世田谷に出している。 

○ 低木で１つの茎に小さい多数の花がつく種と、大輪で１つの茎に１つの

花がつく種がある。 

○ 従業員は、冬が５～６人、夏が２０人くらい。 

○ 現在、他の法人を含めて４つの栽培団地がある。 

(２)美里東部土地改良区事務所 

理事長、総務課長・参事、工務課長の４名から、平成２２年の合併に至る経

緯を伺った後、事前に送付していた質問状について質疑応答を行った。 

① 美里東部 阿部理事長あいさつ 

○ 直前になって様々な動きが出てくるので、油断は禁物。当初の４改良区

の枠組が、１つ脱退して３つになった。 

② 美里東部 総務課参事による土地改良区の概要説明 

○ 合併前の３土地改良区の内訳 

・ 鹿島台改良区：６０８ｈａ（５７３人）、国営・県営・団体営で湛水防

除（排水ポンプ設置）をやってきた 

・ 小牛田改良区：１，１８０ｈａ（９３８人）、国営かんがい排水事業
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と県営ほ場整備事業 

・ 南郷改良区：２，９７２ｈａ（１，５５０人）、県営かんがい排水、

国営かんがい鳴瀬川地区（合併の元になった事業） 

○ S58～H18 年までに８つの県営ほ場整備、今は３つ実施中、３０ａ以上区

画の整備率９５％ 

○ 海抜０ｍの低平地で、地形勾配が 1/2,000～1/1,000 と非常に緩やか。農

地の排水が取れないため、排水ポンプで湛水を防除している。 

○ 合併に至る経緯 

・ 平成１０年代 鳴瀬川水系の８改良区の合併協議を行ったが、時期尚

早として中断。 

・ H19 年に４改良区で検討会議を設置（任意組織であり、県・町の補助

を受けないで発足）。 

・ H22.2、予備調印（陪席は町長と県振興事務所長）。 

・ ３土地改良区ごとの合併総代会後、H22.6.30 認可申請、H22.9.1 認可・

設立。 

・ 国営事業の完了が 22 年度だったので、これが合併の大きな契機となっ

た。 

［石井推測］合併して規模を大きくし、国営施設の管理を受託できれ

ば、改良区の人件費や施設管理費への国助成が潤沢に入っ

てくる。 

○  組合員は、合併当初の 3,034 人から 2,811 人に減（ほ場整備事業による

大規模化で離農が増えたため）。 

○  総代は 45 人だが 40 人、将来的には 30 人に減らしたい。理事は 14 人、

12 人に減らしたい。監事は 3人。 

○  震災後４年が経過。震災で樋管 2億とポンプ場 2億が津波で被災。合併

していたので迅速に復旧できた。翌年の４／２６の揚水開始に間に合った。 

③ 美里東部 総務課長から合併経緯の説明 

・H20.2    合併検討委員会を設立（３土地改良区から各３名の役員が参

画）。 

・H20.10   県の補助事業を申請 

・H20.11   推進協議会を設立。下部組織として理事長会と役員会。 

・H21.9～10  全組合員への説明（別添資料の中にあり）。 

・H22.2    予備調印 

・H22.3    設立委員会の設立（設立委員は 15 名）。 

H22.8 月までに理事長会を４回、委員会５回を開催 

４ 質疑応答 

○ 新事務所の位置について 
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・  遠くなってしんどいという声が出た。様々な会議については、新事務

所ではなく、合併前の各地域でやるようにした（換地委員会等）。 

・  鹿島台と小牛田の旧事務所は、不動産を評価（各1,000万円未満、2,000

万円）の上で売却（手間取った）。売ったお金の中から、各々300 万円と

600 万円を出してもらい、合併前の旧地域ごとの財政調整基金に繰り入

れて、合併に参加することにした。 

・  新事務所となった旧南郷土地改良区の評価額は 8,500 万円だったが、

他の２つとのバランスが取れないため、その約１／３の 2,500 万円の評

価に切り下げることにした。 

・  その 2,500 万円の資産を、合併する 3つの土地改良区が南郷土地改良

区から買う形にした。 

・  各々の負担額は、南郷は 1,560 万円、鹿島台は 320 万円、小牛田は 620

万円。 

・  元々は南郷の不動産なので、お金のやり取りは相殺し、鹿島台の 300

万円と小牛田の 600 万円の計 900 万円を、南郷土地改良区に支払って精

算。 

・  将来的に不動産を処分する場合は、鹿島台地区 300：小牛田地区 600：

南郷 1,500＝１：２：５の比率で分配する。 

・  支所は置かない方がいい。 

・  結局、合併したら大きな苦情は出なかった。 

○ 未収金について 

  ・  合併前は、元金で０～８００万円と差があった。なるべく減らすよ

うに話し合ったが、実際は難しかった。未収金をみんながゼロにするの

は無理だと思う。 

・  合併当初に1，340万円あったが、4年間で順調に減らしてきていたが、

今年度の米価下落と転作奨励金の半減で、再び滞納が増加してしまった。 

・  賦課金を徴収する専門職員（総務課参事）を配置し、“寝ないで歩け！

がんばれば給料上げる”とハッパをかけている。 

・  元々、鹿島台の未納は０だった。納税組合に徴収を依頼し１５％の手

数料を支払っていた。そんな手数料を払うくらいなら、みんなで回収に

回れ、というスタンス。 

・  今は、３名を強制執行にかけている。“土地改良区はなんもできね～

べ”という声があったので、毅然とした態度を示す必要があった。その

結果、“田に差し押さえの札を立てないでくれ”という話になり、未納

が減ってきた。庭先の米を差し押さえることもやっている。 

・  実際は、町税務課と十分協議の上、この人は手続きに入るしかないと

の合意の下、一気に支払うことは無理なので、払えるようなシミュレー

ションを作って対応している。 

・  滞納処分は、滞納が発生して１年間のうちに、次の滞納が生じる前に
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手続きに入るようにしている。待っていても金額が膨らむだけで、滞納

者にとっても土地改良区にとっても良くない。 

・  収納率は、昨年が９９．２７％。今年は９７．７９％。 

・  公平性を確保するため、あくまで１００％の回収を目指す。そうでな

いと、収納率はどんどん下がっていく。 

・  延滞利息は１４．６％。破産すれすれの人もいるので、場合によって

は利息を免除し、元金だけは確実に徴収するようにしている。 

・  一番古い人は、平成 18 年からの未納。 

・  強制執行をやらないと、公平性や断固とした意志表示が示せないので

良くない。 

○ 職員体制について 

・  合併前は、３改良区で正職員が１９、臨時が６～９人。 

・  臨時は、合併時に全員解雇。 

・  合併後に、50 代の３人の正職員を解雇。 

・  今は１６人体制だが、3 人は被災地支援等に出向中。実質は１３人体

制。 

・  ３改良区の給料体系がバラバラだったので、低いところを徐々に上げ

てきた。 

 （高い人は年１～２号級、低い人で４～６号級のアップ率） 

・  給料が安いと安いなりの仕事しかしないので、給料体系の整理は重要。 

※  豪腕の理事長さんのようなので、職員には仕事の結果をかなり要求し

ている模様。その分、待遇面でもかなりの配慮をしているように見受け

られた。 

○ 職員の退職金について 

・  合併前の土地改良区でバラバラの積立率（南郷６０％、その他７０～

８０％と９０％）だった。 

・  一番低い６０％に統一し、合併後はその比率で持ち込んでスタート。 

・  ６０％を超える分の金額は、合併土地改良区で持ち込んだ財政調整基

金等に繰り入れた。 

○  理事長の報酬は、月３５万円！ 

 （北秋田市の新土地改良区では、月６万円） 

○  多面的機能支払交付金の事務受託 

・  改良区全域で実施しているが、農地維持向上のみの取組で町負担がな

いため、１０ａ当たり 1,500 円の単価。 

・ 受託は、交付金総額の４％。 

・  この取組により、改良区施設の維持管理がかからなくなるので、維持
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管理の賦課金を１０ａ当たり５００円程度下げた地域もある。 

・  １０ａ当たり５００円の維持管理賦課については、県営ほ場整備事業

の実施中も集めている。この期間は、県営事業で道水路の維持管理がで

きるので、賦課金を貯めているので、還元するという意味もあり、多面

的機能の取組と合わせて、賦課金を下げている。 

○ 行政等からの助成 

県は、維持管理計画作成に 400 万円、ＰＣ等システム導入に 300 万円。 

○ その他 

 予備調印 1 週間くらい前になると、様々なところから「チャチャ」が入

る。“まだ、時期尚早でないか”、など。 

 １つは抜けたが、もう一つ抜けたいと言い出した。行政と土連が入って

説得し、事なきを得た。油断しないで進めてもらいたい。 
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編 集 後 記 

 本記念誌の準備作業は、平成 27 年の出来秋から始め、まずは、当時の関係

４土地改良区の役職員へのインタビューと、北秋田市を代表する農山村地域

の風景の撮影に着手した。 

 年が明けて平成 28 年１月 20 日、合併認可書が佐藤博北秋田地域振興局長

から成田光弘理事長に交付された頃より、今回の合併に至る協議経過を雄弁

に物語る記録をレガシーとしてしっかりと後世に伝えられるよう、記念誌の

素材となるアーカイブ資料を渉猟し、過去の新聞記事やパンフレット、統合

整備研究会・同推進協議会の議事録など、掲載資料の取捨選択を行った。第 1

稿の作成は平成 28 年 2 月下旬に行い、その後、3 月上旬から中旬にかけて編

集作業と原稿ゲラの推敲を経て 3 月末に発行の運びをなったものである、 

本誌の発行目的は、北秋田市土地改良区の合併に至るまでに多くの時間と

労力を惜しみなく傾注してくださった関係者の皆様の御努力を顕彰するとと

もに、これから合併協議を開始又は現在進行中の他地区に対してモデル事例

として活用できることを意図したものである。 

新生北秋田市土地改良区の運営が、スケールメリットの発現により合併前

に比べ一層強化され、組合員の皆様へのサービス水準と水利施設等の維持管

理レベルの向上が、近い将来に必ずや実現されることを祈念し、編集後記の

言葉といたします。今まで本合併の取組に携わってくださった全ての皆様に、

衷心より深甚なる感謝の念を捧げさせていただきます。 

［平成 28 年３月 10 日 石井記］ 

-187-

となったものである。



【編集委員名簿】 

所  属 役  職 氏 名 

北秋田市土地改良区 (旧)北秋田市鷹巣土地改良区事務局長(兼)会計主任 山内 幸雄 

 (旧)北秋田市鷹巣土地改良区元会計主任 佐藤 年幸 

 (旧)北秋田市鷹巣土地改良区管理責任者 成田 敏之 

 (旧)北秋田市鷹巣土地改良区書記 宮野 尚法 

 (旧)北秋田市鷹巣土地改良区職員 石川 みゆき 

 (旧)合川町土地改良区職員 齋藤 真澄 

 (旧)合川町土地改良区職員 杉渕 友紀 

 (旧)合川町土地改良区臨時職員 藤嶋 明子 

 (旧)森吉町土地改良区職員 宮野 明美 

 (旧)森吉町土地改良区職員 菅原 千愛美 

 (旧)北秋田市綴子土地改良区事務統括 三澤 民男 

 (旧)北秋田市綴子土地改良区庶務責任者 佐藤 則子 

 (旧)北秋田市綴子土地改良区事務担当 三沢 諭司 

秋田県土地改良事業団体連合会 北事務所長 佐藤 求 

北秋田市産業部 部長 九嶋 巧 

 農林課長 工藤 清隆 

 農業振興係主幹(兼)係長 上杉 実 

 元農業振興係主査 久留嶋 喜経 

 農業振興係主査 髙橋 晃 

北秋田地域振興局農林部 農村整備課長 石井 公人 

 農村整備課元管理班副主幹(兼)班長 工藤 淳 

 農村整備課管理班副主幹(兼)班長 大石 勝 

 農村整備課管理班主査 藤原 久志 

 農村整備課管理班主事 山岡 浩樹 

 農村整備課管理班主事 佐々木 昌悟 

 農村整備課臨時職員 藤澤 美沙季 

26 名 



北秋田の水と農地、地域を 

守るのは、わたしたちです！ 


